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こととなり、そのような感情を持つことに対して苦しんでいる。それにもか

かわらず、Ｙは、Ｘに対する謝罪を拒み続けている。以上のような事情を考

慮すれば、Ｙの不法行為によって生じたＸの精神的苦痛を慰藉するための慰

謝料は、300万円を下らない。また、本件の訴え提起に要した弁護士費用の

うち、30万円は、Ｙによる不法行為と相当因果関係のある損害に当たる」と

主張し、Ｙに対して本訴を提起した。なお、本訴では上記330万円の一部請

求として140万円の支払をＸはＹに対して求めている。

争　点

上記Ｘの主張に対して、Ｙは、「ＹがＡと性交渉をしたことは否認する。

……本件店舗は、性的サービスのみを提供する業態であり、Ｙはその従業員

である。Ｙは、本件店舗における接客業務として、客に対し、性的サービス

を提供していた。……Ｙは、本件性的サービスを終えた後、Ａとの雑談で同

人が既婚者であることを知った。したがって、Ｙは、本件性的サービス実施

時点においては、Ａが既婚者であることの認識を有しておらず、Ｘの権利を

侵害することに対する故意過失はない。……『Ｂ』は、平成30年 5 月頃、Ａ

が経営する会社に対し、194万4000円全額を返金した」と反論した。

裁判所の判断

まず、本件におけるＡＹ間の性交渉の有無については、本裁判例は下記の

とおり判示しこれを認めた。

Ａが、本件性的サービスの際にＹと性交渉を行ったことを明確に認

め、その状況を詳細に述べており……、Ａが、敢えてＹと性交渉を

行った旨の虚偽を述べる合理的な理由を見出し難いこと、……Ｙは本

件店舗で「Ｃ」という名称で稼働していたところ、本件店舗に関する

インターネット上の掲示板に「Ｃ、本ありなんだ！」と、Ｙが本件店

舗の業務に際して利用客と性交渉に及んでいることを窺わせる記載が

あることが認められ、これらの事情からすれば、Ｙは、本件性的サー

た始
し

関
せき

正光裁判官に食い下がった。昨年 3月、東京地裁の法廷で繰り広げら

れた一幕だった。

「原告の主張が成り立たないからです」と始関裁判官。「議論する気はな

い。判決文に全部書く。不服があれば上訴すればいい。私は新判例をつくる

つもりだ」と述べ、法廷を後にしたという。

昨年 2月に第 1回口頭弁論があり、証人尋問も実施されずわずか 2回の審

理で打ち切られた。

7．性的サービスと不貞行為
東京地判令和 3・ 1・18令和 2 年（ワ）11027号公刊物未登載
〔29062313〕

事案の概要

①　Ｘは、平成 2年11月 4 日、Ａと婚姻した。

②　Ｘは、現在、Ａと別居している。

③　Ｙは、風俗店で稼働していた女性である。

④　Ａは、同29年12月22日、初めて「ａ」というホテルヘルス店（以下「本

件店舗」という）を訪れ、本件店舗従業員であるＹを指名した。

⑤　このとき、ＡとＹは初対面であった。Ａは、同日中に、本件店舗から指

定されたホテルの一室へ入り、その後同ホテルを訪れたＹから、手淫及び

口淫等の性的サービスを受けた。

⑥　Ａは、同30年 1 月 9 日又は同月10日、再び本件店舗を訪れてＹを指名

し、上記⑤と同様に性的サービスを受けた。

以上の事実関係の下において、Ｘは「Ａは、Ｙと性交渉をしたことで性病

に罹患した。また、Ｙは、Ａを誘惑し、金銭を援助させ、Ａが経営する会社

をして、Ｙが指定した『Ｂ』名義の預金口座宛に、194万4000円を振り込ま

せた。これらの事情により、Ｘは、Ａに対する不潔感、不信感を抱き続ける
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裁判所の判断

裁判所は、Ｙの不法行為責任を認めたうえで、下記のとおり判示して、Ｘ

の請求を棄却した。

……ＸがＹに送信したメール中に、Ａが慰謝料として130万円をＸ

に支払った旨の記載があること、Ｘは、Ｂとの電話でのやり取りにお

いて、Ａが130万円の慰謝料を既にＸに支払っている旨述べているこ

とによれば、共同不法行為者であるＡが、Ｘに対し、不貞行為の慰謝

料として130万円を支払った事実を推認することができる。

そして、Ｘ及びＡは、尋問が予定されていた第 2回口頭弁論期日に

出廷せず、本件全証拠によっても、ＹとＡとの不貞行為によりＸに

130万円を超える損害が生じたことは立証されていない。

……よって、Ｘの請求は、理由がないからこれを棄却することと

……する。

解　説

本件では、ＡＹ間の不貞行為についてＹのＸに対する不法行為責任が認め

られている。

他方で、ＡがＸに対して慰謝料130万円を支払っている。

そうすると、Ｘとの関係で共同不法行為者となったＡがＸに対して弁済し

ている以上、その効果はＹにも及ぶことになる（弁済の絶対効）。

仮に、ＹがＸに対して負担すべき慰謝料の額が130万円を超えていれば、

その超過部分について、ＹはＸに対して賠償義務を負うことになるが、裁判

所はその慰謝料額が130万円を超えるとは判断していない。

したがって、ＡＹ間の不貞行為には不法行為が成立するものの、ＡがＸに

対して130万円を支払ったことにより、Ｙもまた責任を免れることになる。

ただし、支払を行ったＡがＹに対して求償権を行使することは可能である

が、これはＡとＹとの問題であり、Ｘには関係ないということになる。

なお、この「弁済の絶対効」については、東京地判令和元・12・18平成31

年（ワ）1418号公刊物未登載〔29058388〕も次のとおり判示して、Ｘの請求

を棄却した。「ＹとＡは、不貞行為について共同不法行為者の関係にあるか

ら、Ｙ及びＡがＸに対して負う損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務の

関係にあるところ、当事者間において、少なくともＹがＸに 5万円を弁済し

たこと、ＡがＸに250万円を弁済したことに争いはない。そうすると、Ｘは、

既にＹとの関係で有する損害賠償請求権の全部について填補を受けたものと

認められる。」

また、ＡとＹとの責任割合については、東京地判令和 3・ 3・16令和元年

（ワ）33046号公刊物未登載〔29063687〕が次のとおり判示しており参考にな

る。「ＹとＡの不貞関係は、もともとＡがＹの上司の立場において、違法な

セクシャルハラスメント行為を行い、肉体関係を持ったことから発展したも

のであるが、Ａも、Ｙとの肉体関係を解消することが不可能であったとまで

は認め難く、本件和解においてＸに対し謝罪しているものであり、こうした

経緯や事情を踏まえると、共同不法行為に当たるＹとＡのＸに対する不貞行

為の責任割合は、Ｙが10％、Ａが90％と認めるのが相当である。」

31．示談成立後の弁済とその充当関係
東京地判令和 3・10・22令和元年（ワ）30119号公刊物未登載
〔29067340〕

事案の概要

①　Ｘ（平成 4年生、女性）とＡ（同 3年生、男性）は平成28年 7 月23日、婚

姻し、同29年に長男Ｂ（以下「Ｂ」という）が出生し、同30年 8 月28日、

Ｂの親権者をＸと定めて離婚した。

②　ＸとＹ（同 4年生、女性）は、いずれもａ看護科の出身で、同25年 3 月

に看護科を卒業し、ｂ病院に看護師として就職した。ｂ病院には両名のほ

かにも共通の知人らが 3人程度就職していた。Ｙは、Ｘを含む看護科の同
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